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○
国
土
交
通
省
告
示
第
四
十
九
号

既
存
住
宅
状
況
調
査
方
法
基
準
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
七
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



- 2 -

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
～
７

（
略
）

２
～
７

（
略
）

８

こ
の
基
準
に
お
い
て
「
検
査
済
証
」
と
は
、
建
築
基
準
法
第
七
条
第
五
項
又
は

（
新
設
）

第
十
八
条
第
十
八
項
の
検
査
済
証
を
い
う
。

９

こ
の
基
準
に
お
い
て
「
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
」
と
は
、
住
宅
の
品
質
確
保
の

（
新
設
）

促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
設

計
住
宅
性
能
評
価
書
を
い
う
。

こ
の
基
準
に
お
い
て
「
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
」
と
は
、
住
宅
の
品
質
確
保
の

（
新
設
）

10
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
三
項
の
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
を
い
う
。

こ
の
基
準
に
お
い
て
「
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
」
と
は
、
長
期
優
良

（
新
設
）

11
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
九
条

第
一
項
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
を
い
う
。

こ
の
基
準
に
お
い
て
「
認
定
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
」
と
は
、
長
期
優

（
新
設
）

12
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
認
定
長
期
優

良
住
宅
維
持
保
全
計
画
を
い
う
。

～

（
略
）

８
～

（
略
）

13

15

10

（
木
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
係
る
調
査
）

（
木
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
係
る
調
査
）

第
五
条

調
査
者
は
、
木
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
係
る

第
五
条

調
査
者
は
、
木
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
係
る

調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に
お
け
る
（
ろ
）
欄
に
掲
げ

調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に
お
け
る
（
ろ
）
欄
に
掲
げ

る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
方
法
（
デ
ジ
タ
ル
技
術

る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
調
査
す
る

を
活
用
し
た
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

２

調
査
者
は
、
前
項
の
ほ
か
、
同
項
の
表
中
各
号
の
部
位
（
床
下
の
部
分
を
含
む

２

調
査
者
は
、
前
項
の
ほ
か
、
同
項
の
表
中
各
号
の
部
位
（
床
下
の
部
分
を
含
む

。
）
に
つ
い
て
、
目
視
（
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り

。
）
に
つ
い
て
、
目
視
に
よ
り
、
著
し
い
蟻
害
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
調
査

、
著
し
い
蟻
害
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。
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３

調
査
者
は
、
前
二
項
の
ほ
か
、
第
一
項
の
表
中
各
号
の
部
位
（
床
下
の
部
分
を

３

調
査
者
は
、
前
二
項
の
ほ
か
、
第
一
項
の
表
中
各
号
の
部
位
（
床
下
の
部
分
を

含
む
。
）
に
つ
い
て
、
計
測
又
は
目
視
及
び
打
診
又
は
触
診
（
こ
れ
ら
の
方
法
の

含
む
。
）
に
つ
い
て
、
計
測
又
は
目
視
及
び
打
診
又
は
触
診
に
よ
り
、
著
し
い
腐

う
ち
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
著
し
い
腐
朽
等

朽
等
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
査
済
証
（
平
成
十
一
年
五
月
一
日
以
降
に
確

（
新
設
）

認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
新
築
住
宅
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
建
設
住
宅
性

能
評
価
書
（
既
存
住
宅
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
対
象
住
宅
で

、
基
礎
（
立
ち
上
が
り
部
分
を
含
む
。
）
に
係
る
劣
化
事
象
等
が
な
か
っ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
前
項
の
調
査
を
要
し
な
い
。

（
木
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
に
係
る
調
査
）

（
木
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
に
係
る
調
査
）

第
六
条

調
査
者
は
、
木
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
に

第
六
条

調
査
者
は
、
木
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
に

係
る
調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に
お
け
る
（
ろ
）
欄
に

係
る
調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に
お
け
る
（
ろ
）
欄
に

掲
げ
る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
方
法
（
デ
ジ
タ
ル

掲
げ
る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
調
査

技
術
を
活
用
し
た
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

（
鉄
骨
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
係
る
調
査
）

（
鉄
骨
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
係
る
調
査
）

第
七
条

調
査
者
は
、
鉄
骨
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
係

第
七
条

調
査
者
は
、
鉄
骨
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
係

る
調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に
お
け
る
（
ろ
）
欄
に
掲

る
調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に
お
け
る
（
ろ
）
欄
に
掲

げ
る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
方
法
（
デ
ジ
タ
ル
技

げ
る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
調
査
す

術
を
活
用
し
た
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

２

調
査
者
は
、
前
項
の
ほ
か
、
同
項
の
表
中
各
号
の
部
位
（
床
下
の
部
分
を
含
む

２

調
査
者
は
、
前
項
の
ほ
か
、
同
項
の
表
中
各
号
の
部
位
（
床
下
の
部
分
を
含
む

。
）
に
つ
い
て
、
計
測
又
は
目
視
及
び
打
診
又
は
触
診
（
こ
れ
ら
の
方
法
の
う
ち

。
）
に
つ
い
て
、
計
測
又
は
目
視
及
び
打
診
又
は
触
診
に
よ
り
、
著
し
い
腐
食
が

、
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
著
し
い
腐
食
が
認
め

認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

ら
れ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
検
査
済
証
（
平
成
十
一
年
五
月
一
日
以
降
に
確

（
新
設
）



- 4 -

認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
新
築
住
宅
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
建
設
住
宅
性

能
評
価
書
（
既
存
住
宅
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
対
象
住
宅
で

、
基
礎
（
立
ち
上
が
り
部
分
を
含
む
。
）
に
係
る
劣
化
事
象
等
が
な
か
っ
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
前
項
の
調
査
を
要
し
な
い
。

５

調
査
者
は
、
対
象
住
宅
が
大
規
模
住
宅
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
か
ら
第
三

４

調
査
者
は
、
対
象
住
宅
が
大
規
模
住
宅
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
三
項
の
ほ
か
、

項
ま
で
に
規
定
す
る
調
査
の
ほ
か
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
に
つ
い
て
、
次

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
構
造
耐
力

に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
問
題
の
あ
る
不
足
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う

上
問
題
の
あ
る
不
足
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

か
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

６

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
住
宅
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

（
新
設
）

る
場
合
で
あ
っ
て
、
基
礎
（
立
ち
上
が
り
部
分
を
含
む
。
）
に
係
る
劣
化
事
象
等

が
な
か
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
調
査
を
要
し
な
い
。

一

確
認
済
証
（
平
成
十
一
年
五
月
一
日
以
降
に
交
付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。

）
若
し
く
は
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
の
交
付
又
は
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等

計
画
若
し
く
は
認
定
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
に
係
る
住
宅
で
あ
っ
て
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
に
係
る
試
験
の
方
法
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る

と
き
。

二

検
査
済
証
（
平
成
十
一
年
五
月
一
日
以
降
に
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
新

築
住
宅
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
（
既
存
住
宅
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
住
宅
で
あ
る
と
き
。

（
鉄
骨
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
に
係
る
調
査
）

（
鉄
骨
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
に
係
る
調
査
）

第
八
条

調
査
者
は
、
鉄
骨
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分

第
八
条

調
査
者
は
、
鉄
骨
造
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分

に
係
る
調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に
お
け
る
（
ろ
）
欄

に
係
る
調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に
お
け
る
（
ろ
）
欄

に
掲
げ
る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
方
法
（
デ
ジ
タ

に
掲
げ
る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
調

ル
技
術
を
活
用
し
た
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
係

（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
係

る
調
査
）

る
調
査
）
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第
九
条

調
査
者
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上

第
九
条

調
査
者
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
対
象
住
宅
の
う
ち
構
造
耐
力
上

主
要
な
部
分
に
係
る
調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に
お
け

主
要
な
部
分
に
係
る
調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に
お
け

る
（
ろ
）
欄
に
掲
げ
る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
方

る
（
ろ
）
欄
に
掲
げ
る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ
る
方

法
（
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
調
査
す
る
も
の
と
す

法
に
よ
り
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

２

調
査
者
は
、
対
象
住
宅
が
大
規
模
住
宅
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
ほ
か
、
鉄

２

調
査
者
は
、
対
象
住
宅
が
大
規
模
住
宅
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
ほ
か
、
鉄

筋
の
本
数
及
び
間
隔
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
問
題

筋
の
本
数
及
び
間
隔
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
構
造
耐
力
上
問
題

の
あ
る
不
足
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
住

の
あ
る
不
足
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
住

戸
型
調
査
又
は
検
査
済
証
（
平
成
十
一
年
五
月
一
日
以
降
に
確
認
済
証
の
交
付
を

戸
型
調
査
に
あ
っ
て
は
、
調
査
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

受
け
た
新
築
住
宅
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
（

既
存
住
宅
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
対
象
住
宅
で
、
第
二
号
に

掲
げ
る
調
査
箇
所
に
係
る
劣
化
事
象
等
が
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
住
棟

型
調
査
に
あ
っ
て
は
、
調
査
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
住
宅
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

（
新
設
）

る
場
合
の
住
棟
型
調
査
で
あ
っ
て
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
調
査
箇
所
に
係
る
劣

化
事
象
等
が
な
か
っ
た
と
き
は
、
前
項
の
調
査
を
要
し
な
い
。

一

確
認
済
証
（
平
成
十
一
年
五
月
一
日
以
降
に
交
付
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。

）
若
し
く
は
設
計
住
宅
性
能
評
価
書
の
交
付
又
は
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等

計
画
若
し
く
は
認
定
長
期
優
良
住
宅
維
持
保
全
計
画
に
係
る
住
宅
で
あ
っ
て
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
に
係
る
試
験
の
方
法
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る

と
き
。

二

検
査
済
証
（
平
成
十
一
年
五
月
一
日
以
降
に
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け
た
新

築
住
宅
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
（
既
存
住
宅
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
交
付
を
受
け
た
住
宅
で
あ
る
と
き
。

５

（
略
）

４

（
略
）

（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分

（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
部
分
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に
係
る
調
査
）

に
係
る
調
査
）

第
十
条

調
査
者
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入

第
十
条

調
査
者
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
対
象
住
宅
の
う
ち
雨
水
の
浸
入

を
防
止
す
る
部
分
に
係
る
調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に

を
防
止
す
る
部
分
に
係
る
調
査
と
し
て
、
次
の
表
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
部
位
に

お
け
る
（
ろ
）
欄
に
掲
げ
る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ

お
け
る
（
ろ
）
欄
に
掲
げ
る
劣
化
事
象
等
の
有
無
に
つ
い
て
、
（
は
）
欄
に
掲
げ

る
方
法
（
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
方
法
を
含
む
。
）
に
よ
り
調
査
す
る
も
の

る
方
法
に
よ
り
調
査
す
る
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

（
対
象
住
宅
の
耐
震
性
に
関
す
る
書
類
の
確
認
）

（
対
象
住
宅
の
耐
震
性
に
関
す
る
書
類
の
確
認
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
同
項
第
一
号
に
係
る
確
認
に
あ
っ
て
は
第
一
号

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
同
項
第
一
号
に
係
る
確
認
に
あ
っ
て
は
第
一
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
、
同
項
第
二
号
に
係
る
確
認
に
あ
っ
て
は
第
三
号

か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
、
同
項
第
二
号
に
係
る
確
認
に
あ
っ
て
は
第
三
号

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
発
行
し
た
書
類
の
確
認
を
も
っ
て
行
う
も
の
と

か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
が
発
行
し
た
書
類
の
確
認
を
も
っ
て
行
う
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登

四

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一

録
住
宅
性
能
評
価
機
関

号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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